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　2016年のブラジル　リオデジャネイロオリンピックでは、1904年のセントル
イスオリンピック以来、実に112年ぶりにゴルフ競技が実施されます。
　今回のオリンピックは、国際ゴルフ連盟（IGF）の管轄下で実施されます。
会場は新設のゴルフ場で、Barra da Tijuca Reserva de Marapendi (レセルバ・
デ・マラペンディ ) にあります。選手村であるthe Athletes’Villageからはたっ
た5㎞の距離にあります。
　設計はGil Hanseで、Amy Alcottの協力を得て設計を進めました。Hanse 
Golf Design社は、1993年の設立で、これまでニューヨーク州のTall Grass GC
を設計。またドナルド・トランプのマイアミのブルー・モンスター改修も手がけま
した。ニクラウス、ノーマン、プレイヤーらとの競合の末、設計者として選定され
ました。
　オリンピックの後はパブリックのゴルフ場として開放されるそうです。

　本大会の参加選手は男女各60名であり、2016年7月11日時点において、IGF
が定めた五輪ランキングの上位60名に出場資格が与えられるます。なお本来の世
界ランク上位15名（ただし各国最大4人まで）が自動的に出場権が与えられ、残
り45名は１カ国最大２名まで出場が可能です。なお開催国ブラジルは各１枠あり、
５大陸（アフリカ、アメリカ、アジア、ヨーロッパ、オセアニア）ごとに最低１名
は出場枠があります。
　大会は４日間72ホールのストロークプレーで実施され、１位タイが２名以上い
た場合は３ホールのプレーオフでメダルを争います。競技はゴルフ規則に基づき実
施されます。
　男子は8月11日から14日、女子は同17日から20日まで実施されますが、日本
選手の活躍に期待しましょう。

リオ・オリンピックで
112年ぶりに

ゴルフ競技が復活�
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「私のゴルフ履歴書」№4

山　口　貞　夫
　　　　　　　　（立川市ゴルフ協会　副理事長）

　尊敬する須崎昭平さんからのバトンタッチとの事
で投稿させていただきます。
　昭和47年、27歳の時、税理士事務所を開業した
が、当時は仕事もなく暇をもてあます毎日を過ごし
ていました。
　暇つぶしのつもりで、住まいの近くで清水千春さ
んのお父さんが経営する練習場にふらっと立ち寄
り、アイアンクラブ１本を借りて初めてボールを
打った事がゴルフを始めるきっかけでした。
　止まっているボールだからと思い簡単に考えてい
たのですが、なぜか空振りばかり。見るに見かねた
千春さんのお父さんが私に色々と教えてくださいま
した。お陰でその日のうちに何とかクラブにボール
が当たり前に飛ぶようになりましたが、なにせサン
ダル履きの気軽な格好でしたので、お父さんに「そ
んな格好ではゴルフをする資格なんかない。」と一
喝され恥ずかしい思いをした事がゴルフを始めたと
きの印象でした。
　以来、シングルハンディの先輩方の指導を受け、
毎日練習に励んだ結果、一時は俗にぶら下がりシン
グルハンディといわれている「9」までになりまし
た。しかし、いまや年齢からくる体力の衰えと相まっ
て「飛ばず、寄らず、入らず」で90を切るのがやっ

とと言うゴルフになりました。
　今では競技志向からはなれ、スコアーにはあまり
こだわらず、元気でフェアウエイを歩ける喜びを体
感し、まさに健康（心と体）のためと言う大儀名文
を掲げゴルフに取り組んでいます。
　ゴルフ暦40数年から学んだ一番大きな事はルー
ルも大切だかマナーでした。一時はスコアーに拘り
周りが見えず、同伴者に不快な思いをさせた記憶も
多々あり至極反省しているところです。
　以来、周囲（人、自然）に対する思いやりや優し
さが大切と思い、極力マナーを大切にプレーするこ
とを心掛けています。又、今日まで色々な方々と一
緒にプレーする機会が多い中、一番嬉しかった事は、

「今日は楽しいゴルフだったね。又一緒にプレーし
たいね。」と同伴者に言われた事でした。
　今ではゴルフを通じ長いお付合いをさせていただ
いている多くの仲間が私の宝となっています。これ
からも残り僅かな余生を素晴らしい仲間とともに一
日でも長く楽しいゴルフプレーが出来る事を目標に
して頑張っていこうと思っています
　次回は初めてのゴルフで指導していただきました
ニュー立川ゴルフ練習場社長のご子息清水千春さん
にお願いします。

■第70回都民体育大会
　開催日：女子の部　平成 28 年 10 月 19 日（水）
　　　　　男子の部　平成 28 年 10 月 20 日（木）
　会　場：立川国際カントリークラブ
　　（区市町村対抗ゴルフ競技会）

■立川市市民ゴルフ大会
　開催日：平成 28 年 11 月８日（火）
　会　場：武蔵野ゴルフクラブ

■第12回東京都議会議長杯
　開催日：平成 28 年 10 月 31 日（月）
　会　場：多摩カントリークラブ
　　東京都シニアゴルフ選手権・東京都グランドシニア
　　選手権・東京都女子シニア選手権

平成28（2016）年度７月からの主な競技会日程
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■14-1b クラブのアンカリング（クラブを固定す
ること）
　ストロークを行うとき、プレーヤーは「直接的」に、
あるいは「アンカーポイント（固定点）」を用いる
ことによって、クラブをアンカー（固定）してはな
らない。

（注１）プレーヤーが意図的にクラブや握っている
手（前腕を除く）を自分の体のどこかに接触させ
てクラブを持つことは出来ません。

（注２）意図的に前腕を自分の体のどこかに接触す
るようにしてクラブを握り、その周囲でもう一方
の手がクラブをスイングすることは出来ません。

　　（前腕とは、肘から手首までの部分をいう。）

説明#1－クラブを直接的にアンカリングすること
を禁止する根拠
Q. 規則14-1b の規定について、禁止の根拠は何で
すか？
A. ストロークはゴルフゲームを定義する基本要素
であり、プレーヤーが球に向かってクラブ全体を自
発的にスイングすることを含むと意味しています。
　クラブをアンカリングすることは、クラブがあた
かも物理的に体にくっついているかのうようにクラ
ブの動きを制限することになります。
　その結果ストロークにさらなる補助と安定性を与
えられ、プレーヤーの自発的スイングを行う労力を
軽減します。

説明#2－アンカーポイント（固定点）の意味
Q. 規則14-1b の規定に、前腕を自分の体のどこか
に接触するようにしてのスイングが「安定点となる」
とは何のことを意味しているのですか？

A. アンカーポイントの制約の狭義の目的は、プレー
ヤーがクラブやクラブを握った手を自分の体に着け
るのと同じ効果を作りだす間接的な手段として前腕
を用いることを防ぐことです。
　「クラブを握っている手を、その周囲でもう一方
の手がクラブをスイングすることができる安定点と
する」ために前腕を用いるということは、握ったそ
れぞれの手は、もう一方の手から独立して別の目的
のために動作することができるということを意味し
ています。上側の握った手はスイングから除外され、
体に着けられている前腕によって固定され、まるで
体に取り付けられて、固定点を作っているかのよう
に効果的にクラブを固定します。プレーヤーは自分
のもう一方の手だけを使い、クラブの下側の部分を
この固定点の周りで動かすことによってストローク
を行うことができます。固定点を用いたそのような
ストロークの実際の効果は、クラブやクラブを握っ
た手を直接的にアンカーするストロークと同じで
す。
　図解すると、以下の２種類のグリップスタイルは

「アンカーポイント（固定点）」の使用を伴うので、
こうしたグリップスタイルで行われたストロークは
規則14-1b の違反となります。

2016年ゴルフルール改訂要旨
R&A 規則 14-1b について　プレーヤーとオフィシャルへのガイダンス

今回の主な改訂は、パターのストロークによるものです。月例会などの競技に参加する場合は、この規則に
違反しないよう注意しなければなりません。また、自分のスタイルは問題ないとしても、同伴競技者がルー
ルに適合しているか認識するためにも、改訂内容を理解しましょう。

特　集
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　胸までの長さのパターを使い、意図的に前腕を自
分の体の側面や胸に着けており、その前腕の先の
握った手は自分の胸の前の固定点に収められていま
す。またもう一方の手はシャフトの下部を握り、下
側の手が上側の握った手で作られた固定点の周りで
クラブをスイングすることができるようになってい
ますので規則14-1b の違反となります。

　短いパターを使っているプレーヤーが意図的に前
腕を自分の太腿に着け、握った手は腰の前の固定点
に収まるようにしています。
　もう一方の手はグリップの下側を握り、上側で
握った手で作った固定点の周りでクラブをスイン
グすることができるようにしていますので規則14-
1b の違反となります。

説明#3－アンカーポイント（固定点）があるかど
うかを特定するための解釈的ガイドライン
Q. 規則14-1b は、前腕を意図的に体に着けるすべ
てのストロークを禁止しているわけではなく、アン
カーポイント（固定点）が作られる場合のみを禁止
しています。
　どの時点でプレーヤーはストローク中に意図的に
前腕を体に着けたことになるのですか。また、アン
カーポイント（固定点）が作られたのかどうかはど
のように決定されるのですか。
A. アンカーポイントは
(i)上側の握った手が、クラブをスイングするので

はなく、クラブを所定の場所に固定する固定点と
しての役割を果たすとき

(ii)下側の握った手がシャフトの下側を握り、その
固定点の周りでクラブをスイングするために用い
られるとき

に存在することになります。

1. 前腕の先の手でクラブを逆手に握る場合でも、
アンカーポイント（固定点）は存在するとみなさ
れます。逆手の握りとは、握る手がプレーヤーの
手首の下になるという伝統的なスタイル以外のす
べてのグリップを意味します。

　　ロングパターで一般に用いられている逆手のス
タイルは、説明#2 の両方の写真のように手の親
指側を上に、手の小指側を下にする方法です。プ
レーヤーの上側の手がそうした逆手でクラブを
握っている場合は、その手がクラブをスイングす
るのではなく、アンカーポイント（固定点）とし
て用いられていることは明らかです。

2. プレーヤーが上側で握っている手を逆手にして
おらず、握る両方の手がお互いに触れている場合、
アンカーポイント（固定点）は存在しないとみな
されます。

　　２つの手がお互いに触れている場合、スイング
時は調和して両手が一緒に動きます。片方の手は
スイングのに用い、もう一方の手は意図的に体に
着け別個の固定点を作るスイングとは明らかに異
なります。従って規則14-1b 注２に定義される
アンカーポイント（固定点）は存在しません。

　図解すると、下記のグリップスタイルはアンカー
ポイント（固定点）を伴いませんので、このグリッ
プスタイルで行われたストロークは規則14-1b の
違反とはなりません。
　意図的にひとつあるいは両方の前腕を体の側面に
接触させているものの、このプレーヤーはお互いに
触れあっている両手でクラブをグリップしていま
す。



しないので違反とはなりません。
　プレーヤーはクラブ、握る手、あるいは前腕を自
分の体に着けずに胸までの長さのパターを持ってい
ます。

説明#5－クラブ、手、前腕を接触させることを認
める根拠
Q. なぜ規則14-1b ではプレーヤーがクラブや握る
手をどちらかの手や前腕に着けることを認めている
のですか？
A. クラブを握るときにはプレーヤーの両手は必然
的にクラブに触れることになります。
　様々なグリップスタイルにおいて、プレーヤーが
クラブのシャフトの上端（グリップの上側）ではな
く下側を握る場合などは、クラブはストロークの間、
プレーヤーの手首や前腕の他の部分に触れることも
あるでしょう。
　また、両手が上下逆（例えば、右利きのプレー
ヤーで左手が右手の下）で両手が離れている場合な
ど、ストロークの間、握る手がプレーヤーの手首や
前腕のその他の部分に触れることはきわめて一般的
です。そうした接触は単にグリップ方法の結果であ
り、プレーヤーが自発的にクラブ全体をスイングす
ることを妨げることはありません。
　したがって、規則14-1b 案の注1 はその方法に
関係なく、プレーヤーは意図的にクラブを両手およ
び/または前腕と接触させて持つことができると明
記しています。
　図解すると、前頁のグリップスタイルは注１に基
づき認められるので、そうしたスタイルでのスト
ロークは規則14-1b の違反とはなりません。
　右利きのプレーヤーが「左手を右手の下に」する
方法でクラブを握っており、２つの握る手は手首あ
るいは下側で握っている手の前腕に触れています。

　意図的に前腕を体に着けて上側の握った手を固定
させるプレーヤーが、上側の手を逆手にして握らず
に、手をお互い触れさせずに両手を離してクラブを
握る場合、そのプレーヤーが上側の手を、その周り
をもう一方の手でクラブをスイングすることができ
る固定点としているかどうかの決定が必要となりま
す。そのプレーヤーの握る両手が触れてはいないも
のの、お互いにとても近接している場合、アンカー
ポイント（固定点）は存在しないと結論付けること
もできるでしょう。もし握る両手が実質的に離れて
いる場合、アンカーポイント（固定点）が存在して
いることはほぼ確実でしょう。
　疑う余地をなくし、潜在的な罰を避けるために、
前腕を体に着けて上側の握る手を固定させることを
選ぶプレーヤーは、握る両手を接触させたままとす
べきでしょう。また、両手を離してクラブを持つプ
レーヤーは、前腕を体に着けて上側の握る手を固定
することを避けるべきでしょう。

説明#4－アンカリングなしで行われるストローク
には影響なし
Q. クラブ、握る手、あるいは前腕を意図的にプレー
ヤーの体に着けない場合、クラブを逆手で握る上側
の手で持ち、および/または両手を離してクラブを
握り、上側の手をその周りをもう一方の手でクラブ
をスイングすることができる固定点として保つとい
う意図を持ちながらストロークを行うことは認めら
れますか？
A. 認められます。規則14-1b は直接的あるいはア
ンカーポイント（固定点）を作るために前腕を用い
ることを通じてアンカー（固定）された状態で行わ
れるストロークだ
けに適用されます。
　アンカリングが
存 在 し な い ス ト
ロークには影響を
及ぼしません。
　図解すると、次
のグリップスタイ
ルは直接的にも間
接的にもクラブを
ア ン カ ー（ 固 定 ）

5
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説明#6－アンカー（固定）されるストロークの時点
Q. プレーヤーはストロークのある時点で直接的に
クラブあるいは握る手をアンカーした、あるいはア
ンカーポイントを作るために前腕をアンカーした
が、ストローク中ずっとそうしていたわけではな
かった。このプレーヤーは規則14-1b の違反とな
りますか？
A. 違反となります。この規則はクラブ、手、ある
いはアンカーポイント（固定点）がストローク中に
完全に一箇所に不動で固定されたままであることを
要求していません。
　そのプレーヤーがストロークのどの時点であって
も意図的にクラブや握る手を体に触れさせていた、
あるいはアンカーポイントを作っていた場合、規則
の違反となります。

　2016年の改訂では以上の他にも変更されたとこ
ろがあります。さらに詳しいことは「JGA日本ゴ
ルフ会」のホームページを参照して下さい。

　参考文献：JGA日本ゴルフ会ホームページ

　このプレーヤーはクラ
ブの一部が自分の前腕に
触れるようにして長いパ
ターの下のほうを持って
います。

　このプレーヤー
は片方の手を、前
腕 を 握 る こ と に
よってその前腕と
クラブを固定させ
るように使いなが
ら、もう一方の手

で長いパターを持っています。
　しかしながら、クラブや握る手が意図的に上腕（肘
より上）やその他の体の部分に着けられる場合、そ
のクラブはアンカー（固定）されたものとみなされ、
そうした方法で行われたストロークはこの規則の違
反となるでしょう。

　日本最古のゴルフコースは1901（明治34）年、
兵庫県の六甲山頂付近に造られた「六甲コース」で
あり、1903（明治36）年に最古のゴルフクラブ「神
戸ゴルフ倶楽部」が創立されました。
　2番目はウィリアム・ジョン・ロビンソンによっ
て1904年に造られた「横屋コース」です。ロビン
ソンは神戸ゴルフ倶楽部の創立メンバーでもありま
したが、六甲山頂付近は寒冷期になると凍結してゴ
ルフができないため、冬場でもゴルフができる土地
を探しました。当時の地名で「兵庫県武庫郡魚崎

大 澤　 啓 蔵
　　（立川市ゴルフ協会  

ハンディキャップ委員長）

競馬場に造られたゴルフコース
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町横屋」にグルームと友人3人が買ったままにして
あった海に近い土地を、無償で借用し6ホールを造
りました。
　3番 目 に 造 ら れ た の は 関 東 最 古 の コ ー ス で、
1906（明治39）年に神奈川県横浜の根岸競馬場中
央部に造られた「根岸コース」です。根岸競馬場は
1864（元治1）年11月に、徳川幕府と英仏米欄の
４ヶ国公使との間に「横浜居留地覚書12 ヶ条」が
締結され、外国人の競馬開催を許可して根岸の競馬
場を貸与しました。初めは横浜在留外国人専用の社
交機関のために日本人の加入は許されず、1880（明
治13）年に漸く許されて「ニッポン･レースクラブ」
と改称しました。
　1906年、競馬場中央部に9ホールのゴルフコー
スが完成し、レースクラブの会員がゴルフクラブ会
員も兼ね、11月23日に「ニッポン・レースクラブ・
ゴルフィング・アソシエーション」が創立されまし
た。翌1907（明治40）年には、横浜からの提案に
よって神戸との対抗戦が開始され、同時に日本アマ
チュアゴルフ選手権も始まりました。
　時が流れ昭和時代に入ると軍事色が強まり、
1942（昭和17）年に競馬開催が休止となり翌年に
は馬場が閉鎖されて、根岸競馬場の用地全体が旧帝
国海軍に売却されました。このため、競馬クラブと
ゴルフクラブは解散し消滅しました。

　日本の初期ゴルフ史で競馬場に造られたゴルフ
コースは多くありませんが、「根岸コース」以外に
もあったのです。先述の2番目に古い「横屋コース」
はオープン10年後の1914（大正3）年1月30日
に、借用していた土地がサミュエル商会に売却され
たため「横屋ゴルフ・アソシエーション」はやむな
く解散しました。解散間近の1913年、「横屋ゴルフ・
アソシエーション」に日本人として初めて入会した
のが、ロンドンから帰国し正金銀行の神戸支店長に
なった安部成嘉でした。
　ロビンソンは「横屋コース」の閉鎖直後から、安
部成嘉と協力して再びゴルフ用地を探すことにしま
した。そして、当時の「武庫郡鳴尾村」にある競馬
場の跡地に着目しました。鳴尾村には1907（明治
40）年に関西では初となる「鳴尾西浜競馬場」が
造られ、関西競馬倶楽部による競馬が開催されまし

た。同じ時期に、鳴尾川を挟んで「鳴尾速歩競馬会」
の「鳴尾速歩競馬場」もありましたが、時の馬政長
官より「鳴尾速歩競馬会」と「関西競馬倶楽部」を
合同するよう命令が下されました。両クラブは統合
して新名称を「阪神競馬倶楽部」とし、「鳴尾西浜
競馬場」も「鳴尾競馬場」に改称されました。統合
によって「鳴尾速歩競馬場」は1910（明治43）年
5月に廃止となりましたが、ロビンソンは芝地が多
く残る速歩競馬場の跡地を借用することにし、福井
覚治と地元農家を使って9ホールの「鳴尾コース」
を造り上げ（日本で4番目）、横屋コース閉鎖の年
に「鳴尾ゴルフ・アソシエーション」を創立したの
です。

　日本の初期ゴルフ史における競馬場に造られたゴ
ルフコースとクラブについて紹介しましたが、ス
コットランドにおいても競馬場に造られたゴルフ
コースは少なくありません。その中で、最も特異な
存在がマッセルバラの競馬場コースかも知れませ
ん。
　マッセルバラ（Musselburgh）は首都エディン
バラ（Edinburgh）から約10㎞東に位置しており、
フォース湾に面しエスク川河口に開けた町で、その
名の「マッセル」はムール貝（貽貝）、「バラ」は自
由都市とか要塞の町という意味です。町の西外れで
海岸に沿った「レベンホール・リンクス（Levenhall 
Links）」には古くからの競馬場があって、中央部と
走路の一部を利用した9ホールが造られています。
　最初は7ホールから始まったそうで、言い伝えに
よれば1562年に「メアリー・クイーン・オブ・ス
コッツ」が、1603年には「スコットランド王ジェー
ムスⅥ世」がプレーしたといわれます。しかし、公
式文書では1672年の記録が最古だそうです。

　マッセルバラ・コースは、スコットランドのゴル
フ黎明期に創立された名門の4クラブがここを本拠
地にした時代がありました。最古のゴルフ団体とい
われる「エディンバラ・ゴルファーズ（後のオナラ
ブル・カンパニー・オブ・エディンバラ・ゴルファー
ズ）」は55年間を過ごし、「ロイヤル・バージェス」
と「ブランツフィールド」は21年間、「ロイヤル・マッ
セルバラ・ゴルフクラブ」に至っては、151年間も
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TEL ０４２‐９７３‐０００５（代表）

TEL ０４２‐９７３‐６０６０（予約専用）
埼玉県飯能市久須美２９２

心おきなくプレーを楽しみたい時……
  眺望の良い丘陵地にゆったりとレイアウトされた18ホール

http://www.hanno-green.co.jp

ホームコースにしていました。
　また、1874 ～ 1891年の17年間に「プレスト
ウィック」「セント・アンドリュース」「マッセルバラ」
で交互に行われた全英オープン選手権のうち、マッ
セルバラでは6回開催されるなど、スコットランド
のゴルフ史上で特筆すべき経歴を持つコースといえ
ます。4クラブが去った後は資金難のためコースが
急激に衰退しましたが、地元ゴルファーの情熱と努
力によって再建され、今日は名称を「Musselburgh 
Links The Old Golf Course」と改め、町営コースと
して運営されています。
　ところで、コースの4番グリーン後方（元の9番
ホール脇）には、「ミセス・フォルマンズ・イン（Mrs. 

Forman's Inn）」という古い居酒屋があり、リフォー
ムされて今日も営業しています。
　スコットランドでは初期のゴルフ団体（クラブ）
誕生に居酒屋が重要な役割を果たしました。コース
近くにある旅籠屋や居酒屋に集う常連ゴルファー達
によって誰でも参加できる公式競技の開催が提案さ
れ、それが契機となってゴルフ団体が形成されたと
いう歴史があります。
　エディンバラ郊外の港町リースやセント・アンド
リュースのコース脇にも有名な居酒屋がありました
が、今日は残っていません。「ミセス・フォルマンズ・
イン」は1774年の「マッセルバラ・ゴルフクラブ」
創立に関わるゴルファー達が集った居酒屋であり、
現存する数少ないゴルフ史遺産といえます。このよ
うに、マッセルバラの「競馬場コース」はスコット
ランドのゴルフ聖地を巡礼するオヤジ・ゴルファー
ならば、一度は訪ねるべきコースなのです。



平成27年度 立川市ゴルフ協会
地区対抗ゴルフ大会成績

　開催日：平成 28 年 3 月 17 日（木）
　会場：昭和の森ゴルフコース
男性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS
　優　勝　小林　勝美　　39　34 　73 
　準優勝　山下　　明　　42　34 　76
　第３位　森田　次郎　　42　37 　79  
女性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS　
　優　勝　早川恵美子　　46　39 　85 
　準優勝　浅田トヨ子　　51　41 　92 
　第３位　泊　美津枝　　52　45 　97  
団体の部　　　　　　　　GROSS　
　優　勝　幸　町　　　　316 
　準優勝　上砂町　　　　331 
　第３位　砂川町　　　　349 

　　BG　   小林　勝美　　39　34 　73
　　　　　早川恵美子　　46　39 　85

各　種　競　技　会　報　告

平成27年度 立川市民ゴルフ大会成績
　開催日：平成 26 年 11 月 16 日（月）
　会　場：狭山ゴルフ・クラブ

 男子の部　　　　　　　  東 　西     GROSS
　優　勝　川上　優太　　34　38　  72
　準優勝　安藤　良己　　36　40　  76
　第３位　柳　　秀熙　　41　38　  79
 女性の部　　　　　　　  東 　西     GROSS
　優　勝　石川　一江　　42　45　  87 
　準優勝　三浦　壽子　　51　51　  102
　第３位　浅田トヨ子　　51　52　  103 

　　BG　   川上　優大　　34　38 　72
　　　　　石川　一江　　42　45 　87
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東京都ゴルフ連盟サービスカードをご利用下さい。
　立川市ゴルフ協会では、会員の皆様に「東京都ゴルフ連盟サービスカード」をお
送りしております。このカードにより、提携ゴルフ場では会員カード提示によりサー
ビス料金でプレーが出来ます。ぜひお気軽にご利用下さい。
ゴルフ場一覧や割引料金につきましては、東京都ゴルフ連盟事務局（03-5366-0315）
にお問い合わせ頂くか、東京都ゴルフ連盟公式サイト
（http://www.tmga.info）でご確認下さい。

平成27年度 立川市ゴルフ協会
都民体育ゴルフ大会成績

　開催日：平成 27 年 7 月 28（火）
　会場：東京バーディークラブ
男性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS　HD　      NET
　優　勝　原田　昭彦　　42　38 　80 9.6 70.4
　準優勝　山下　　明　　37　40 　77 6.0 71.0
　第３位　柳　　秀熙　　38　37 　75 3.6 71.4 
女性グロスの部　　　　　OUT    IN   GROSS　HD　      NET
　優　勝　竹村　裕子　　48　43 　91 18.0 73.0
　準優勝　石川　一江　　42　42 　84 1.8 73.2
　第３位　近藤　幸恵　　49　47 　96 21.6 74.4 

　　BG　   柳　　秀熙　　38　37 　75
　　　　　石川　一江　　42　42 　84



法 人 賛 助 会 員
会員の皆様からご協賛を頂きました。有難く感謝申し上げます。
これからもより良いゴルフライフのための情報提供に努めてまいります。

西東京産業株式会社

代表取締役　榎 戸 岩 雄

　　　　　　〒190-0003
　　　　　　立川市栄町３−６
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 2 5−2 6 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 2 5−2 6 1 2

株 式 会 社 立 川 ゴ ル フ

代表取締役　山 崎 龍 夫

　　　　　　〒190-0023
　　　　　　立川市柴崎町３−９−11
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 2 9 −2 6 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 2 8 −3 0 1 1

株 式 会 社   三
さ ん

　 昭
しょう

代表取締役会長　須 崎 昭 平

　　　　　　〒190-0002
　　　　　　立川市幸町２−46−３
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 3 6−2 2 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 6−8 7 0 0
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株 式 会 社 ア サ ミ

代表取締役社長　浅 見 英 明

　　　　　　〒190-0002
　　　　　　立川市幸町４−３−７
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 3 6 −1 3 6 6
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 6 −5 6 7 0

パワーリンク株式会社立川オフィス

オフィス代表　磯 部 弘 志

　　　　　　〒190-0032
　　　　　　立川市上砂町5−31−4−701
　　　　　　ＴＥＬ 090−7416 −9353
　　　　　　ＦＡＸ 042−6 3 3 − 0 4 8 5

株式会社ほんだ石産

代表取締役　本 多 栄 一

　　　　　　〒198-0001
　　　　　　青梅市成木８−465−１
　　　　　　ＴＥＬ 0428−7 4 −4 5 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 0428−7 4 −4 5 1 1

清 和 興 業 株 式 会 社

代表取締役　清 水 千 春

　　　　　　〒190-0001
　　　　　　立川市若葉町３−25−１
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 3 8−7 3 7 3
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 8−7 3 7 4

株 式 会 社 髙 柳 商 店

代表取締役社長　髙 柳 良 浩

　　　　　　〒190-0012
　　　　　　立川市曙町２−３−２
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 2 2 −8 2 5 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 2 4 −3 4 4 0
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立 川 カ シ ワ ゴ ル フ

代表取締役　豊 泉 幸 夫

　　　　　　〒190-0004
　　　　　　立川市柏町２−26
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 3 5−3 2 2 3
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 5−3 3 3 3

有 限 会 社 小 野 印 刷

代表取締役　小 野 　 優

　　　　　　〒190-0011
　　　　　　立川市高松町２−１−26
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 2 3 −0 8 3 6
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 2 3 −0 8 4 6

砂 川 建 設 株 式 会 社

代表取締役　安 藤 明 義

　　　　　　〒190-0031
　　　　　　立川市砂川町５−17−８
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 3 4−0 1 1 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 3 7−2 2 1 1

大 和 興 産 株 式 会 社

代表取締役　市 原 聖 功

　　　　　　〒190-0023
　　　　　　立川市柴崎町３−10−23
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 2 5−4 1 6 1
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 2 5−7 5 8 1

法 人 賛 助 会 員
会員の皆様からご協賛を頂きました。有難く感謝申し上げます。
これからもより良いゴルフライフのための情報提供に努めてまいります。

投稿記事募集
　当ゴルフ協会誌は会員のための情報誌
として、年１回発行されていますが、身
近でゴルフを楽しむ方々の情報交換の場
として活用頂きたいと思います。
　プレーのこと、ルールのことなど何で
も結構ですので、お気軽にご投稿下さい。
　右の協会事務所に郵送下さい。

立川市ゴルフ協会会報　第12号

2016（平成28年）年６月22日発行
発行者：立川市ゴルフ協会　
　　　　会長　豊泉幸夫
　　　　〒190-0004　立川市柏町２−26
　　　　　　　　　　　カシワゴルフ内
　　　　　　　　　　　TEL. 042-535-3223
編　集：立川市ゴルフ協会　広報委員会

小林企画株式会社

代表取締役　小 林 勝 美

　　　　　　〒190-0022
　　　　　　立川市錦町１−４−20
　　　　　　ＴＥＬ 042−5 4 8 −7 5 0 0
　　　　　　ＦＡＸ 042−5 4 8 −7 5 0 1
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第１条　（名　称）
　　　本会は、立川市ゴルフ協会（以下本会）という。 
第２条　（事務局）
　　本会の事務局は会長の指定する場所におく。
第３条　（目　的）
　　本会は、生涯スポーツとしてのゴルフの健全な普及と発展

に努め、マナーと技術の向上を図ると共に、会員相互の親
睦を図り、立川市民の体力向上と人格の健全育成に貢献す
ることを目的とする。

第４条　（組　織）
　　本会は、立川市在住在勤の者をもって組織する。ただし、

理事会の承認を得た者は、この限りでない。
第５条　（会　員）
　１．市内に在住在勤するゴルフ愛好者は、会員の推薦により

理事会の承認を得て、本会に入会することができる。  
　２．本会の会員は、本会の主催する公式競技に参加すること

ができる。
第６条　（事　業）
　　本会は目的達成のため次の事業を行う。
　　　①大会、教室等の実施  
　　　②他団体との交流及び協力　　
　　　③ゴルフ愛好者の拡大とジュニアの育成
　　　④ゴルフの啓蒙と普及発展に関する指導と研究
　　　⑤その他本会の目的を達成するために必要な事業
第７条　（役　員）
　　本会に次の役員を置く。
　　　　会　　長　　　１名
　　　　副 会 長　　　２名
　　　　理 事 長　　　１名
　　　　副理事長　　　２名
　　　　専務理事　　　１名
　　　　理　　事　　  25名以内
　　　　会　　計　　　２名
　　　　監　　事　　　２名
　　　　顧　　問　　  若干名
第８条　（役員の選出及び任期）
　１．役員は、理事総会において会員の中から選出する。
　２．役員の任期は就任後２回目の定時理事総会の終了の時ま

でとし、再任を妨げない。
　３．補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員役員の任

期もこれに準ずる。
第９条　（役員の任務）
　１．会長は、本会を代表し、会務を総理する。
　２．副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代

行する。
　３．理事長は本会の運営を統括して、理事会を召集し、会務

を執行する。
　４．理事長は理事会の決議に基づき、会務を遂行する。

立川市ゴルフ協会　規約

　５．副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の時はその職
務を代行する。

　６．専務理事は、理事長の命により、事務を処理する。
　７．理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
　８．会計は、本会の会計を処理する。
　９．監事は、事業及び会計を監査する。
　10．顧問は、理事会に出席し、本会の運営について意見を述

べることができる。
第10条　（会　議）
　１．本会の設置する会議は、理事総会、理事会、委員会、そ

の他会議とする。
　２．理事総会は第７条に定める役員並びに委員会委員で構成

し、毎年６月末までに会長が召集し、定時理事総会を開催
するものとする。

　３．理事会は第６条に定める事業を遂行するために、必要と
認められる事項を審議決定する事ができる。

　４．理事総会及び理事会は理事長が議長となり、議事は出席
者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の裁定で
決するものとする。

　５．理事会は事業年度終了後、事業報告並びに決算、及び事
業計画並びに予算案等の議案書を策定し、また、事業報告
並びに決算について、監事の監査を受けた後、定時理事総
会に提案し承認を受けるものとする。

　６．理事会は、前項の議案書等について承認を受けた後、す
みやかに会員に報告するものとする。

第11条　（会の経理）
　　会の経理は、会費、事業収益金、寄付金、その他収入をもっ

て会の運営費に充てる。
第12条　（会　費）
　　１．入会金　2,000円とし、入会時に払い込むものとする。
　　２．年会費　4,000円とし、所定の口座に振り込むものと

する。
　　３． 賛助会員の会費は１口１万円とし、会計年度内に納入

するものとする。
第13条　（会計年度）
　　本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わ

る。但し平成22年度については、４月１日より同年12月
31日までの９ケ月とする。

（雑　則）
第14条　（細　則）
　　本会規約施行に関する細則、並びに競技細則は、理事会の

議を経て別にこれを定める。
第15条　（規約の改廃等）
　　この規約を改廃しようとするときは、理事総会の決議を受

けなければならない。

付則　この規約は平成25年２月19日より実施する。

立川市ゴルフ協会　理事・役員・委員
会　　　長 豊 泉 幸 夫  
副　会　長 川 野 辰 夫  
理　事　長 須 崎 昭 平  
副 理 事 長 山 口 貞 夫 鶴 澤 　 章 平 野 　 実  
監　　　事 安 藤 義 治 大神田忠弘  
専 務 理 事 小 林 勝 美  
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ゴルフは生涯スポーツです

各種イベント・プロレッスン・ジュニアゴルファー育成

会　　　計 石 垣 圭 一 荒 口 　 仁
総務委員会　　委員長 磯 部 弘 志　
　　　　　　副委員長　 浅 見 英 明  安 藤 明 義  鶴 澤 　 章  山 口 貞 夫
　　　　　　　　委員　 井 上 　 太  金 丸 　 智  佐 藤 寿 宏  鈴 木 　 誠  田 中 　 太  柳 　 秀 熙
 山 下 　 明  迎　浩一郎  山 下 隆 仁  原 田 昭 彦  渡 辺 明 稔
競技委員会　　委員長　 宮 崎 秀 治　
　　　　　　副委員長　 安 藤 明 義  山 川 昌 一 
　　　　　　　　委員　 青 木 洋 一  井 上 　 太  榎 戸 岩 雄  須 﨑 八 朗  久 田 　 謙  平 野 　 実
 矢 島 金 光  柳 　 秀 熙  山 本 勝 敏  石 川 一 江  小 俣 明 美 前田真由美 
 三 浦 　 哲 迎　浩一郎 山 下 隆 仁  原 田 昭 彦  渡 辺 明 稔  山 下 　 明 
 松 浦 孝 治 
広報委員会　　委員長 小 野 　 優 
　　　　　　副委員長 大 澤 啓 蔵  榎 戸 岩 雄
　　　　　　　　委員　 安 藤 明 義  大 高 　 均  清 水 千 春  鈴 木 　 誠  山 崎 龍 夫 
規則委員会　　委員長 豊 泉 幸 夫
　　　　　　副委員長 須 崎 昭 平
　　　　　　　　委員　 井 上 　 太  大 澤 啓 蔵  宮 崎 秀 治  柳 　 秀 熙 山 川 昌 一
ハンディキャップ委員会 
　　　　　　　委員長 大 澤 啓 蔵 
　　　　　　副委員長 大 高 　 均  和 田 秀 雄 
　　　　　　　　委員　 清 水 千 春  須 﨑 八 朗
レディース・ジュニア育成委員会
　　　　　　　委員長 石 川 一 江　　
　　　　　　副委員長 小 俣 明 美
　　　　　　　　委員 小林かおり 須 崎 悦 子  竹 村 裕 子
東京都ゴルフ連盟理事　 小 林 勝 美
立川市体育協会常任理事 鶴 澤 　 章     （敬称略）






